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公  告 

令和３年度大分河川国道事務所管内等における災害時等応急対策 

測量・設計・航空レーザ測量業務に関する基本協定 

  

 

  

 次のとおり公告します。 

  

 令和３年 １月１８日 

九州地方整備局 

大分河川国道事務所長 樋口 尚弘 

 

１．基本協定の概要等 

（１） 基本協定名 

令和３年度大分河川国道事務所管内等における災害時等応急対策測量・設計・航

空レーザ測量業務に関する基本協定 

（２） 基本協定の目的 

本協定は、大分河川国道事務所が管理する直轄区間において発生した災害対策の

測量業務及び設計業務に関し、これに必要な組織、災害調査の能力等の確保を定

め、災害の拡大防止と被害施設の早期復旧のための災害時等応急対策測量・設計・

航空レーザ測量業務を行うことを目的として行うものである。 

また、大分河川国道事務所管理区間外において広域的な支援が必要となる場合は、

本協定に基づく対応を行うものである。 

（３） 基本協定区間 

大分河川国道事務所管内 

（４） 基本協定期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

（５） 基本協定の締結業者の選定 

本協定締結業者の選定については、地域の精通度、業務実績、災害調査の能力、  

災害協定締結の実績等から総合的に評価して、協定締結業者２０社程度を決定す

る。 

（６）基本協定の締結業者の実施方法 

 基本協定締結後、災害等が発生し緊急的に測量・設計を実施する場合は、速やか

に業務請負契約を締結する。また、業務の実施に当たっては関係法令を遵守する

ものとする。 

但し、基本協定を締結した場合でも災害等の発生のなかった場合は、実際の業務

を行わないこととする。 

 （７）業務内容 

想定している業務内容は主に下記のとおりであるが、本協定締結業者が実施可能

な範囲とする。 

１）測量・設計 

①現地踏査及び現地測量、写真撮影等業務 

②無人機による航空写真撮影、各種調査業務 

③地形判読等業務 

④人工衛星による撮影、画像収集、画像加工及び解析 

⑤図面及び災害申請資料等の資料作成業務 

⑥災害復旧の設計検討業務（河川、道路） 
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   ２）航空レーザ測量 

①有人機による航空写真撮影、各種調査業務 

②地形判読等業務 

③航空レーザ測量 

④人工衛星による撮影、画像収集、画像加工及び解析 

 

２．参加資格要件 

（１） 予決令第９８条において準用する第７０条及び第７１条の規定に該当しない者で

あること。 

（２） 大分県内に本店（本社）又は支店等営業所が所在すること。ただし、航空レーザ

測量のみを希望する場合に限り、九州地方整備局管内（福岡県、佐賀県、長崎県、

大分県、熊本県、宮崎県又は鹿児島県）における本店、支店、営業所等が所在す

ること。 

（３） 九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和３・４年度土木関係建設コ

ンサルタント業務及び測量業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受

けている又は申請中であること。 

   なお、令和３年４月１日時点において認定されていない者の申請は、基本協定を

締結する資格を有しない者の申請として、当該申請を無効とする。 

（４） 九州地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止の措置を受けて

いる期間中でないこと。 

（５） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものと

して、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該

状態が継続している者でないこと。 

（６） 大分県内において、平成２７年４月以降に国、県または市町村等が発注した道路

又は河川に関する設計業務かつ測量業務の実績があること。ただし、航空レーザ

測量のみを希望する場合に限り、九州地方整備局管内（福岡県、佐賀県、長崎県、

大分県、熊本県、宮崎県又は鹿児島県）における航空レーザ測量業務の実績があ

ること。 

国、県または市町村等の「等」とは、九州地方整備局の事業と類似事業を行う事

業者とする。 

（７） 平成２７年４月以降公示日までに完了した業務のうち、国土交通省発注業務（港

湾空港関係を除く）の平均業務評定点が６０点以上であること。 

ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は１００

万円を超える国土交通省発注業務（港湾空港関係を除く）の実績がない場合は、

この限りではない。 

（８） 緊急業務に対応する体制として、５名以上の測量士又は測量士補かつ１人以上の

技術士（総合技術監理部門又は建設部門）もしくは RCCM を早急に対応させること

ができること。 

 

３．技術資料の総合的な評価に関する事項等 

技術資料等説明書に示す評価項目について、評価基準に基づき評価する。 

 

４．本基本協定に関する手続等 

（１）担当部局 

〒870－0820 大分県大分市西大道一丁目１番７１号 

国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所 調査第一課 

電話 ０９７－５４６－１４７４（直通） 

FAX ０９７－５４５－１８３０ 

担当：調査第一課長  小野 富生（内線３５１） 

企画係長     阿蘇 修一（内線３５４） 



公告－3 
 

（２）技術資料等説明資料の交付期間、場所及び方法 

①交付期間： 令和３年１月１８日（月）から令和３年２月１日（月）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。 

②交付場所： 〒870－0820 大分県大分市西大道一丁目１番７１号 

国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所 調査第一課 

③交付方法： 手渡しによる交付 

（３）協定締結参加申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 

①提出期間： 令和３年１月１８日（月）から令和３年２月１日（月）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで 

②提出場所： 上記（１）に同じ。 

③提出方法： 持参又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のも

のに限る。提出期間内必着。）により提出する。 

 

５．その他 

（１） 技術資料の作成要領協定締結業者の評価及び決定方法などの詳細については、「技

術資料等説明書」による。 

（２） 業務等請負契約等を取り交わす時点において、乙は法定外労働災害補償制度（元

請、下請を問わず補償できる保険）に加入していること。 

（３）当事務所において公示を行っている他の令和３年度における「令和３年度大分河

川国道事務所管内等における災害時等応急対策地質調査業務に関する基本協定」

において重複して選定された際は、履行の実効性を確認する場合がある。 


